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②

は じ め に�
�

　和歌山県は、全国一の果樹生産に代表される農業県であるとともに、
黒潮洗う長い海岸線から水揚げされる多様な水産資源にも恵まれた食
材の宝庫とも言えます。�
　そして、これらの一次産品をもとにした味噌や醤油、漬物などの加工食
品も江戸時代から続く長い歴史のうえに、県内各地に数多くの伝統的な
食文化や郷土料理を育んできています。�
　また、私たち県民がふるさとの先人から受け継いできた霊峰高野山や
熊野三山をはじめとする豊かな自然と歴史が、「紀伊山地の霊場と参詣道」
として念願の世界遺産登録へと推薦され、一日も早い登録の実現を心
待ちにしているところです。�
　和歌山県では、これらのかけがえのない自然や歴史とともに、地域の伝
統文化や独特の産品などの資源に磨きをかけて、都市との交流を促進
することも含めた「新ふるさと創り」に取り組み、新しいふるさと和歌山の
魅力を高めようとしています。�
　一方、ここ数年にわたって全国的に食をめぐる様々な問題が次々に発
生し、人間の生命と生活の基本となる食の安全についての関心がますま
す強くなるなかで、県民が日常的に消費する食品の安全を確保することと、
和歌山県から全国に送り出している食品を安全で安心なものとする着実
な歩みが求められています。�
　この基本方針は、生産から製造加工そして流通、消費に至る一連の過
程に携わる全ての人たちが安全と安心の取り組みを進めるための方向を、
多方面の方々のご意見をいただきながら取りまとめたものです。�
　県民が健康で潤いのある豊かな食生活を営むことと、和歌山県産の
食品を安全で安心なものとする努力の積み重ねが、県産品の信頼性を
高めブランドとして確立できるように、県政の重要課題として積極的に支
援していきたいと考えております。�
　この基本方針の策定に際しまして、熱心なご討議をいただいた「和歌
山県食の安全県民会議」の委員各位をはじめ、パブリックコメントとして
貴重なご意見を賜りました多くの県民の皆様に心から感謝申し上げます。�
�
平成16年１月�
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① ②

　2001年の国内におけるＢＳＥ（牛海綿状脳症）

の発生を始めとして、産地の偽装表示や無登録農

薬の使用などの問題が相次ぎ、消費者の食に対す

る不安や不信がつのるとともに、安全で安心な食

品を求める気運が高まっています。�

　このような状況のなかで、食に対する消費者の

信頼を確かなものとするためには、消費者の健康

保護を第一とし、安全で良質な食品を安心して購

入できるような供給体制の確立が緊急の課題とな

っています。�

　また、本県は全国有数の果樹産地であるだけで

なく、650kmに及ぶ海岸線を持ち多種多様な水産

資源に恵まれていることなどから県内各地に数多

くの伝統的な食文化を育んで来ています。�

　そうした、県産食品を全国へ供給している立場

からも安全確保に向けた取り組みを進めなければ

なりません。�

　この方針は、『食の安全・安心・信頼を確保す

るためのしくみ』づくりに向け、全ての県民の方々

に共通の認識を持っていただくために策定しました。�

　食の安全・安心・信頼は、消費者、生産者・事

業者、行政等の食に携わる全ての関係者が�

「消費者の生命及び健康を護る」
ことを最も大切な使命と認識して、食に関する正

しい情報を共有するとともに、互いに意思疎通を

図り、食により健康を損なう危害（リスク）を低

減するための行動を協力して進めていくこと（リ

スクコミュニケーション）で確保されるものです。�

　それぞれの関係者が消費者の視点に立って、食

の安全・安心・信頼確保を進める環境をつくるため、

次の枠組みで取り組みます。�

食の安全・安心・信頼を確保するためのしくみ�

まも�

(1)  県の役割�
①消費者の視点に立って、生産から消費までの

全体を考えた施策を推進します�

　県は、食の安全・安心を確保するために今まで

の施策を見直し、消費者の視点に立った、食品の

生産から消費までの全体の流れを考えた総合的な

施策をつくり、規制や監視を確実に実施するとと

もに、生産者や事業者によるリスク管理の取り組

みへの支援やチェックを行います。�

�

②危機管理の強化を図ります�

　県は、食品の安全に関わる県内外の情報をでき

るだけ早くとらえ、生産者や事業者などに注意を

促すとともに必要に応じ規制などの対策を速やか

に実施して健康危害の発生防止に努めます。�

�

③食に関する情報交換を推進します�

　食は、県民の生命や健康に多大な影響を及ぼす

ものであるため、食に関する情報は、適時・的確

に分かりやすく県民に開示・提供し説明を行います。�

　こうした情報提供と併せて、県民との意見交換

に努め、県民の意見を踏まえ、県民に開かれた形

で食の安全施策を策定します。�

�

④食に関する教育活動「食育」を推進します�

　県は、食の安全に関する正しい知識を普及・啓

発するとともに、県民の食への関心を高め、食品

の衛生的な取扱い方や選び方、地域の特色ある食

品や食文化の伝承など様々な視点から食を考える「食

育」に取り組みます。�

食品とは、�
農畜水産物及びこれを原材料として製造・加工し

た全ての飲食物を言い、また、県外で生産、製造・

加工されたものも含みます。�

�

生産者とは、�
生産者団体を含めた飼料・肥料、農畜水産物の生

産者を言います。�

�

事業者とは、�
事業者団体を含めた食品に関する製造・加工業者、

流通・販売業者、飲食業者を言います。�

�

行政とは、�
国や県、市町村を含めた全ての行政機関を言います。�

�

リスクコミュニケーションとは、�
健康を損なう危害（リスク）に関する情報を肯定

的な側面だけでなく、否定的な側面も含めて公正

に伝え、関係者が共に考えることができるよう双

方向の意思疎通を図ることを言います。�

安全への取り組み
　（食品による健康への危害を防ぐために）�

�

　●工程管理により安全を確保する考え方�

　　（HACCP）を取り入れた�

　　　　衛生管理手法の導入促進�

監視・検査�

　体制の強化�

安全�
安心�
信頼�

信頼への取り組み
　（食をめぐる認識を共有するために）�

安心への取り組み
　（食品情報の公開と危機に備えるために）�

●食育の推進�

●地産地消の推進�

●環境にやさしい�

　食品づくり�

食に関する�

情報交換への�

参画�

実効性と透明性�

を重視した認証�

制度の充実�●食品表示の適正化                                        �

●食品情報を公開するしくみ�

　(トレーサビリティシステム）�

　　の導入と普及 �

　　　●危機管理の強化�

Ⅰ 　策定にあたって� Ⅱ 　基本的な考え方 

Ⅲ 　関係者の役割�




